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進行要領 

発言者 内          容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 

１．開催日時 平成２５年１０月２１日（月） 
午前９時００分から午前９時４３分 

２．開催場所 立田庁舎 ３階 第一会議室 
 
３．出席委員（３４人）別紙のとおり 
 
４．欠席委員（ ３人）別紙のとおり 
 
５．議事日程 
 
日程第 １ 議事録署名委員の指名 
日程第 ２ 議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請 
日程第 ３ 議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請 
日程第 ４ 議案第２３号 買受適格証明願（５条許可申請） 
日程第 ５ 議案第２４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 
日程第 ６ 決定第 ８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る当委員会の決定について 
日程第 ７ 専 決 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出    
日程第 ８ 専 決 報 告 農地法第４条第１項第７号の規定による届出 
日程第 ９ 専 決 報 告 農地法第４条第１項第８号の規定による確認願 
日程第 10 専 決 報 告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 
日程第 11 専 決 報 告 買受適格証明願（５条届出） 
日程第 12 専 決 報 告 現況証明願 
日程第 13 報 告 農地法第１８条第６項の規定による通知 
日程第 14 報 告 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う

農地転用 
日程第 15 報 告 公共工事に伴う一時転用 
日程第 16 そ  の  他 
 
 
６．農業委員会事務局職員 （ ３人）別紙のとおり 
 
７．本委員会の書記は、課長補佐 渡辺弘康 である。 
 
８．会議の概要 
 
 開会（午前９時００分） 
 
定刻となりましたので、平成２５年１０月農業委員会定例会を始めさせていた



 

 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

だきます。議事の進行は、愛西市農業委員会総会規則第５条により日永会長さん
にお願いします。 
  
会長さん宜しくお願いします。 

 
《会長あいさつ》 
 
それでは、本日の出席者数は３７名中３４名で、定足数に達しておりますので、

只今より１０月定例農業委員会を開会します。 
 
審議に入ります前に、日程第 1、本日の議事録署名者を私より指名致します。 
ご異議ありませんか。 
 
《異議なしの声》 
それでは、 

議席番号２０番 吉川  広 委員 
議席番号２１番 高木 俊彦 委員 
を指名しますので宜しくお願いします。 

  
それでは只今より、議事日程に基づき議案審議に入らさせていただきます。 

  
議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請・・・・・・・・６件 
議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請・・・・・・・・３件 
議案第２３号 買受適格証明願（５条許可申請） ・・・・・・・・１件 
議案第２４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願・・・・・・１件 
決定第 ８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

による当委員会の決定について・・・・・・・・・４１件 
専 決 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出・・・・１２件 
専 決 報 告 農地法第４条第１項第７号の規定による届出・・・・１件 
専 決 報 告 農地法第４条第１項第８号の規定による確認願・・・１件 
専 決 報 告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出・・・・１件 
専 決 報 告 買受適格証明願（５条届出） ・・・・・・・・・・１件 
専 決 報 告 現況証明願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 
報 告 農地法第１８条第６項の規定による通知・・・・・・２件 
報 告 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に 

伴う農地転用・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 
報 告 公共工事に伴う一時転用・・・・・・・・・・・・・５件 

 
それでは、議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請 について審議

をお願いします、事務局より説明をお願いします。 
 



 

事務局 
 
 
 
 
会 長 
 
 
31番委員 
 
 
事務局 
 
 
 
 
31番委員 
 
事務局 
 
 
 
 
8 番委員 
 
事務局 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 

《事務局説明》（１番から６番、譲渡人住所氏名・譲受人住所氏名・申請地の所在・
地目・面積、権利の内容、申請理由を朗読及び詳細説明） 
 以上、６件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しない為、許可要件
を全て満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、議案第２１号について、事務局より説明させていただきました、何かご

質問・ご意見ございますか。 
 
１番についてお聞きしたい。現在の耕作地 1,926 ㎡ということで合わせると 1.5

ヘクタールぐらいでかなり大きくなるが、そのあたりについて聞きたい。 
 
営農計画については、田が多く稲作を行うということです。なお、コンバイン

やトラクターをどうするといった問題については、申請内容には、運搬車１台、
トラクターについては、リース。稲作はどうするといった問題については、確認
したところ作業委託で行うとの事です。 
 
こういった場合は新規就農ではないか。そのあたりどう思われるか。 
 
1,926 ㎡しかないが、１番２番合わせると１ha を超えるので、そのように思っ

た。基本的には昔から農地を持って耕作している。所有権移転されて、作業状態
が悪ければ指導ということになるが、基本的には新規就農としては取扱っていな
い。 
 
田は貸されるということだが、３年間は認められないと思うが。 
 
利用権設定や３条許可での賃貸借については認めない。ただしコンバインを持

っていない人で作業委託についてはやむをえない。ご理解いただきたい。 
 
宜しいでしょうか。 
 
それでは、議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請 ６件について

賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成ですので許可することに決定します。 

 
続きまして、議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請 ３件につい

て審議をお願いします、事務局より説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 

（１番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

読）現在は家族３人で賃貸住宅に住んでいますが、手狭であり、将来を考慮した
結果、申請地に分家住宅を建築する計画でございます。 
（２番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読）内容について、大変難しく、問い合わせをしたところ超音波振動施設、縦 54
㎝・横 1m14 ㎝・高さ 53 ㎝を設置して、データを集め、設置場所を少しづつ動か
して、データを集めることを繰り返して地震等による液状化に対する対策を探る
実験を行うとの事であります。この事業は平成 24 年度ものづくり中小企業・小規
模事業者試作開発等支援事業補助金として愛知県地域事務局、愛知県中小企業団
体中央会より交付決定を受けて行うとの事でございます。尚、建物はございませ
ん。今回の申請は賃貸借の設定が 10 年なので、10 年たったらどうするかといっ
た問題については、試験の結果は未知数の部分も多く、今回の試験結果をもとに
常に最新の技術を取り入れ装置の開発改良を重ね、低コストで高い効果を発揮で
きる装置の開発に取り組むため、10 年後も試験場として使用する計画でございま
す。 
 官公庁からきちんとした交付決定を受けているのでやむをえないかと思いま
す。 
（３番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読）申請者は現在、塗装店を営んでおり、既存の資材置場はございますが、大変
奥まった所にあり、資材の搬入にも不便との事で、全面道路に接する申請地を駐
車場３台、足場置場として利用する計画でございます。 
 
以上、３件につきましては農地法第５条第２項各号に該当しないため許可要件

を満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、議案第２２号について事務局より説明させていただきましたが、何かご

質問・ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 
宜しいでしょうか。 
 
それでは、議案第２２号 農地法第５条の規定による許可申請 ３件について、

賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成と言う事で、県へ進達することに決定いたし

ます。 
 
続きまして、議案第２３号 買受適格証明願（５条許可申請）１件について審

議をお願いします、事務局から説明をお願いします。 
 
 



 

事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 

《事務局説明》 
（１番の出願者住所・氏名、土地の所在・地目・面積、備考の内容を朗読及び説
明）申請では太陽光パネル 200 枚を設置し、発電出力 49.5ｋｗ、年間で 2,274,010
円の売電を見込んでおり、今回の工事費 16,740,000 円を 11 年目で回収し、その
後年間経費を除き 160 万程度の収益があるとのことであり、必要な資金力及び信
用があると思われます。尚、基礎部分は単管パイプ、直径５㎝程度のものを１m
埋め込み、固定する計画でございます。 
 経済産業省の認定通知もあり、事業の確実性もございますので、この案件につ
きましては、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満たし
ていると思われますので証明できると思われます。尚、事務の効率化を図るため、
今回の出願者が落札して農地法第５条の規定による申請をされた時、この証明内
容と相違ないときは速やかに進達処理してよろしいかも含めご審議をお願いしま
す。 
 
只今、事務局より議案第２３号 の説明させていただきました、何かご質問ご

ざいますか。 
 
（発言なし） 
宜しいでしょうか。 

 
それでは、議案第２３号 買受適格証明願（５条許可申請）1 件について、賛

成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
全員賛成と言う事で、県へ進達することに決定いたします。 

 また、落札された後、農地法第５条の申請が提出された時は、速やかに県へ進
達させていただきますので、宜しくお願いします。 
 
続きまして、議案第２４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 １件に

ついて審議をお願いします、事務局から説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 
（１番の適格証明者住所・氏名、証明願いの内容、申請地・地目・面積、を朗読
及び説明）この事案につきましては、事務局にて願出農地の営農状況を確認した
ところ適正であり、願出者につきましても、納税猶予の適用を受ける為の要件を
備えていると思われる為証明できると思われます。 
 
只今、事務局より議案第２４号 の説明させていただきました、何かご質問・

ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
16番委員 
 
 
事務局 
 
16番委員 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 

宜しいでしょうか。 
 
それでは議案第２４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願 １件につい

て賛成の方は、挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。 全員賛成と言う事で証明する事に決定させていただ

きます。 
 
続きまして、決定第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定によ

る当委員会の決定についての説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 
決定第８号の農地利用集積計画につきましては、件数も多い為、集計概要を報

告し、説明とさせていただきます。議案番号１番から４１番、全体筆数は 157 筆、
面積は 149,664 ㎡でございます。円滑化団体の、あいち海部農業協同組合が受人
となって利用権設定された筆数は、69 筆 65,781 ㎡でございます。あいち海部農
業協同組合以外の受人は、全て認定農業者の 6 名で 88 筆 83,883 ㎡です。内容に
つきましては、作物は水稲、麦、普通畑でございます。新規 116 件、再設定 41 件、
契約期間は 6年 10 年。権利の内容につきましてはすべて賃借権でございます。以
上、集計概要を報告し、説明とさせていただきます。 
尚、この事案につきましては、農業経営基盤強化促進法１８条第３項の各要件

を全て満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、事務局より決定第８号について 簡略した内容ではございますが、説明

をさせていただきました、何かご質問ございますか。 
 
２番、○○さんは、今までいくつかの案件があるが、畑を主にやっているが、

どのぐらいの面積をやっているのか。 
 
今、資料がございません。 
 
畑だから、管理がそこまで行き届くのか知りたいので、面積がどのくらいなの

か。 
 
利用権というのは、1件１件の契約なので、今集計はされていない。 
先月も案件が出てきている。畑地については、なかなか引き受け手がないので、

この方ができるだけ行いたいと、申し込みがございました。佐屋地区の方でも○
○さんの少し問題になったところも受けていただいた。面積としては 10,000 ㎡は
超えていると思われます。 
 



 

会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宜しいでしょうか。 
 
それでは、決定第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定による

当委員会の決定について、賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。 
全員賛成ですので、市へ答申する事に決定させていただきます。 

 
続きまして、専決報告６件・報告３件について事務局より一括で説明をお願い

します。 
 

《事務局説明》 
（専決報告 農地法第３条の３第１項の規定による届出 １番から１２番の申請
者住所氏名、申請地・地目・面積、申請内容・権利・取得事由、斡旋希望の有無、
を朗読説明）４番の案件について、斡旋希望「有」となっていますが、具体的な
賃借料及び、契約年数が無記入の為、実務的なことは無いと思われます。 
 以上、１２件の届出がございました。 
 
（専決報告 農地法第４条第１項第７号の規定による届出 １番の申請者住所氏
名・申請地所在、地目、面積・目的・申請理由・受理通知交付年月日を朗読説明） 
 以上、１件の届出がございました。 
 
（専決報告 農地法第４条第１項第８号の規定による確認願 １番の願出者住所
氏名・土地の所在、地目、面積・土地の利用状況・処理年月日を朗読説明） 
 尚、この事案につきましては、農地法施行規則第３２条の「農地の転用の制限
の例外」に該当する事を事務局にて現地を確認させていただきましたことを報告
させていただきます。 
 
（専決報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 １番の申請者住所氏
名・申請地所在、地目、面積・目的・申請理由・受理通知交付年月日を朗読説明） 
 以上、１件の届出がございました。 
 
（専決報告 買受適格証明願（５条届出）１番の願出者住所氏名・土地の所在、
地目、面積・備考欄を朗読説明）市街化の届出に関する買受適格証明願でござい
ます。台帳地目が農地でございますので、この様な手続きを経て、競売に参加す
る事となります。尚、この者が落札した場合、再度、５条の届出があり、届出の
内容を確認し受理通知を出すこととなります。 
 尚、この案件は、平成６年６月１７日に「株式会社○○○組」より「事務所新
築」として４条の届出があり、同日２０日に当時佐屋町農業委員会が受理通知を
出しております。その時点で地目変更登記がなされていれば、今回の願い出は無
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かったかと思われます。 
 
（専決報告 現況証明願 １番から３番の願出者住所氏名・土地の所在、地目、
面積・事由・備考を朗読説明） 
 以上、３件の現地及び添付書類を確認し証明を行いました。 
 
（報  告 農地法第１８条第６項の規定による通知書 １番から２番の申請者
住所氏名・申請地所在、地目、面積・解約申込日、合意成立日、土地引渡日・申
請理由を朗読説明） 
 以上、２件の解約の通知を受付いたしました。 
 
（報  告 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用 １番
から３番の事業者住所氏名・地所在、地目、面積・事由・進達日を朗読説明） 
 以上、３件につきましては、農地法施行規則第５３条第１４項「転用のための
権利移動の制限の例外」に該当しており、内容及び現地を確認し県へ進達させて
いただきました。 
 
（報  告 公共工事に伴う一時転用 １番から５番の工事名・工事内容・一時
転用場所、地目、面積、借地面積・施工期間・転用内容・請負業者名を朗読説明） 
 以上５件の公共工事に伴う一時転用の届出がございました。 
 
只今、専決報告、報告についてご説明させていただきました、これについて何

かご質問ございますか。 
 
 Wireless City Planning とはどんな会社ですか。 
 
 ソフトバンクの子会社です。携帯関係の子会社です。 
 
 この近くにソフトバンクがアンテナを建てたが。また造るのか。 
 
 これは制限の例外ということで決まっています。そのため、認定電気通信事業
については、それをあまりにも多くないかとは言えません。 
 
宜しいでしょうか、 
それでは、専決報告、報告について賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成ですので可決承認をさせていただきました。 

 
これをもちまして、１０月定例農業委員会に付託された案件の審議を終了しま

す。 
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（終了 午前 ９時３５分） 

 
続きまして、その他に入らさせていただきます。 
 

○ 先月の農地パトロール報告をお願いします。（立田地区） 
 
（議席番号２８番委員より報告） 

 
 ご苦労様でした。 
 
その他、事務局より報告事項があればお願いします。 

 
○ 今月の農地パトロールは八開地区を予定しておりますので、八開地区委員の

方は、八開庁舎 農業管理センター 土地利用調整室に １０月２５日（金）
午後１時３０分集合をお願いします。 

 
○ 次回、定例農業委員会は１１月２０日（水）午前９時より立田庁舎 第一会

議室にて開催いたします。 
 
○ 大変申し訳ございませんが、事務局の都合により１２月定例農業委員会の日

程を１２月２０日（金）から１２月１９日（木）に変更をお願い申し上げま
す。 

 
○ 先月、報告させて頂きましたが、本日、親睦会費の（10,000 円）を引落しさ

せて頂きます。それと、まだ少し早いのですが１月に新年会を計画しており
ますので宜しくお願いします。（平成 26 年 1 月 20 日（月）定例会終了後） 

 
○ お手元に資料を配布させて頂きましたが 

・ 農産物品評会 11 月 29 日（金）午後２時 あいち海部農協 北部営農セン
ター２階。表彰式 11 月 30 日（土）午前 9 時 15 分 あいち海部農協本店
（アグリフェスタ会場） 

・ 「あいちの農林水産フェア」11 月 14 日（木）～19 日（火）  
午前１０時から午後７時 丸栄 ８階 大催事場 

 
○ 当市が全国農業新聞の重点地区に指定され、パンフレット及び粗品が届きま

したので配布させていただきます。お近くの方で購読を希望されます方があ
りましたら、事務局まで御連絡下さい。 

 
○ １１月定例会終了後、「農業委員会だより」編集委員会を開催しますので、

編集委員の方は宜しくお願いします。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
事務局からは以上でございます。 
 
その他、宜しいでしょうか。 

 
これをもちまして１０月定例農業委員会を閉会いたします。 

 
 閉  会（午前 ９時４３分） 
 

 
 
 

会       長    日 永   熙 
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